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   墨田区営運動場条例の一部を改正する条例 

 墨田区営運動場条例（昭和４６年墨田区条例第２２号）の一部を次のように改正す

る。 

 別表第２屋内運動場の項中「２４０円」を「４１０円」に、「４１０円」を「５８

０円」に改める。 

   付 則 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の際、現に使用承認を受けているものに係る使用料については、

なお従前の例による。 

 


